
試験研究炉に関する重要度評価の検討について（協力依頼） 

 

令 和 ５ 年 ４ 月 ２ ５ 日 

核燃料施設等監視部門  

 

１．現状 

核燃料施設等における重要度評価については、監視領域「原子力施設安全」に関

する初期境界評価の整備を進めている。令和３年度にウラン加工施設、令和４年度

に使用施設※、令和５年度は試験研究炉の初期境界評価の整備を計画している。 

※ 核燃料物質の使用施設のうち、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第 41 条に該当する核燃料

物質を使用する使用施設 

 

 

 

 

２．今後の予定 

試験研究炉の初期境界評価の整備にあたり、規制庁において初期境界評価案を作

成したのち、それを用いて試験研究炉を有する設置者（JAEA、京大、近大：稼働中

の試験炉施設を所有する者）との事例を用いた意見交換を行い検討を行っていく予

定であり、JAEA、京大、近大におかれては協力をお願いしたい。 
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